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令和７年第１１回立川市農業委員会総会日程 

 

日時  令和７年１１月２６日（水）午後３時 

会場  ２０８・２０９会議室 

 

１ 開会 

２ 議事録署名委員の指名 

３  報告事項 

 （１）事務報告 

（２）農地法第４条第１項第７号の規定による届出について 

（３）農地法第５条第１項第６号の規定による届出について 

４  議事  

  議案第１号  相続税の納税猶予に関する適格者証明について 

  議案第２号  中間管理事業における農用地利用集積等促進計画 

         （案）に関する意見聴取について 

  議案第３号  引き続き農業経営を行っている旨の証明について 

５  その他  

 （１）その他 

６  閉会  
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令和７年第１１回立川市農業委員会総会 

                令和７年１１月２６日（水） 

                立川市役所２０８・２０９会議室 

 

 

議  席   氏      名  議  席   氏      名  

 １番  鈴  木    豊  君  １０番  鴻  地  文  武  君  

 ２番  嶋  田  貞  芳  君  １１番  岩  崎  紗矢佳  君  

 ３番  髙  杉  晋  一  君  １２番  髙  橋  浩  久  君  

 ４番  内  野  智  行  君  １３番  宮  岡  広  行  君  

 ５番  橋  本  良  子  君  １４番   

 ６番  浅  見  惠  子  君  １５番  清  水  茂  男  君  

 ７番  宿  谷    豊  君  １６番  川  野    進  君  

 ８番  横  幕  玲  子  君  １７番  岡  部  良  己  君  

 ９番  森  谷  一  郎  君    

 

 

事務局職員 

   局長  八  谷  俊太郎  君  

   係長  熊  谷    寛  君  

   主事  東  島  信  幸  君  
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午後２時５６分 開会  

議長   皆さん、改めましてこんにちは。定刻より若干早いんですけ

れども、皆さんお集まりいただきましたので始めたいと思いま

す。 

 本日はお忙しい中、御出席いただきましてありがとうござい

ます。また、先日の農業祭には皆さんに御協力いただきまして、

大変ありがとうございました。今年は何といっても品評会の出

展数が夏の猛暑、また、雨が降らない雨不足で生育が大分遅れ

てしまった等で、今年はちょっと少なかったということで、ち

ょっと残念だったかなと思いますけれども、また来年は御協力

のほうをお願いしたいと思います。 

 それとあと、私は今月、農業会議の常設委員会のほうで、会

議の中の議題の中に、台風２２、２３号でしたか。八丈島と青

ヶ島に大変被害があったということで、各農業委員会において

義援金のほうをぜひお願いしたいという依頼がございましたの

で、今日皆さんにそれもお諮りする予定だったんですけれども、

まだ事務局のほうには届いていないということなので、来月に

は皆さんに義援金に対して、またお願いをさせていただきたい

と思いますので、またよろしくお願いしたいと思います。 

 それとあと、もう皆さんにはメールで行っているかと思いま

すけれども、農業者大会の日程の変更ということで、これは本

当に何とか会場も取れて、立川は祝賀会の会場を取るのが大変

だったんですけれども、何とか会場も無事に取れたので、日に

ちは２月１８日から２月２４日に変更になってしまったんです

ね。場所が羽村市のプリモホールゆとろぎというところなんで

すね。そちらで行うことになりましたので、変更事由について

は、まだ細かく聞いてはいないので、また時期が来たら皆さん

に報告できるかなと思います。ということで、ぜひまたよろし

くお願いしたいと思います。 

 それでは、ただいまより令和７年第１１回立川市農業委員会

総会を開催いたします。 
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 立川市農業委員会規則第６条の規定を満たす数の委員に御出

席いただいておりますので、本総会は成立をしております。 

 本日、総会に付議すべき項目は別紙のとおりでございます。

御審議のほどよろしくお願いをいたします。 

 それでは、座らせていただきます。 

 

議長   初めに議事録署名委員の指名でございます。今回は１１番の

岩崎委員、１２番の髙橋委員にお願いをいたします。 

 それでは、（１）事務報告、（２）農地法第４条第１項第７

号の規定による届出が３件、（３）農地法第５条第１項第６号

の規定による届出が５件ということで、一括して事務局より報

告をお願いいたします。 

局 長   そ う し ま し た ら 、 報 告 事 項 に つ き ま し て 事 務 局 の ほ う か ら

報告させていただきます。 

 着座にて失礼いたします。 

 初めに、報告事項（１）事務報告を行います。 

 １１月１１日（火）、女性農業委員等研修会が開催され、浅

見委員、横幕委員、岩崎委員が出席をされました。 

 １１月１８日（火）、東京都農業会議常設審議委員会及び臨

時総会が開催され、会長と事務局が出席をいたしました。 

 １１月２１日（金）、農業委員会改選に係る説明会をＪＡ各

支部長を対象に実施し、会長、職務代理にも御出席をいただき

ました。 

 委員会といたしましては、１１月１４日（金）、１１月の総

会に向けた現地調査を実施し、２６日（水）午後３時より第１

１回総会、終了後、全員協議会を開催いたします。 

 明日以降でございます。 

 １２月４日（木）、令和７年度第３回農地パトロールを土地

利用部会と事務局で行う予定です。 

 １２月１２日（金）、農地流動化現地研究会が都内の圃場で

行われ、農地利用最適化推進委員と髙杉委員、事務局が出席を



-  5  -  

予定しております。 

 １２月１５日（月）、地区別農業委員会職員検討会が開催さ

れ、事務局が出席を予定しております。 

 １２月１７日（水）、東京都農業会議常設審議委員会が開催

され、会長が出席予定です。 

 委員会といたしましては、１２月１５日（月）、１２月の総

会に向けた現地調査を、２５日（木）午後３時より第１２回総

会、終了後、全員協議会を開催いたします。 

 報告事項（１）事務報告は以上です。 

 続きまして、農地法に基づく届出に関する報告でございます。 

 報告事項（２）農地法第４条第１項第７号の規定による届出

３件について御報告をいたします。 

 申請人の氏名、住所につきましては記載のとおりでございま

す。 

 １件目、農地の所在は砂川町７丁目の２筆。地目は登記簿上

が畑、現況は宅地。面積は８４４㎡。転用目的は住宅用地でご

ざいます。 

 ２件目、農地の所在は錦町４丁目の１筆。地目は登記簿上が

畑、現況は宅地。面積は１６８㎡。転用目的は住宅用地でござ

います。 

 ３件目、農地の所在は羽衣町３丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況は宅地。面積は１，２６０㎡のうち７４㎡。転用目

的は住宅用地でございます。３件目のこちらの筆につきまして

は、平成２７年に一部転用の届がありましたが、今回の該当す

る通路部分についての届出がなく転用されていたということで

したので、今回、現況に合わせるために提出されたものでござ

います。 

 おのおの周辺略図を御確認いただければと思います。 

 続きまして、報告事項（３）農地法第５条第１項第６号の規

定による届出５件について御報告をいたします。 

 申請人の氏名、住所につきましては記載のとおりでございま
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す。  

 １件目、農地の所在は西砂町３丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況も畑。面積は４６０㎡。転用目的は住宅用地でござ

います。 

 ２件目、農地の所在は幸町４丁目の２筆。地目は登記簿上が

雑種地と畑、現況は畑。面積は３６０．７８㎡。転用目的は住

宅用地でございます。 

 ３件目、農地の所在は幸町５丁目の４筆。地目は登記簿上が

畑、現況も畑。面積は１，３９７㎡。転用目的は住宅用地でご

ざいます。 

 ４件目、農地の所在は幸町５丁目の２筆。地目は登記簿上が

畑、現況も畑。面積は１，６８８㎡。転用目的は住宅用地でご

ざいます。 

 ５件目、農地の所在は砂川町７丁目の１筆。地目は登記簿上

が畑、現況は宅地。面積は１８６㎡。転用目的は住宅用地でご

ざいます。 

 おのおの周辺略図を御参照ください。 

 報告は以上となります。 

議 長   た だ い ま 報 告 が あ り ま し た 件 に つ い て 、 御 質 問 等 が あ り ま

したらお願いしたいと思います。 

 では、清水委員、お願いします。 

１ ５ 番  ４ 条 関 係 の １ 番 な ん で す け れ ど も 、 こ の 畑 は 地 図 を 見 ま す

と、該当の畑の右側は、たしかこれは国有地で、道路に接道は

していないんじゃないかなと思うんですけれども、転用目的が

住宅用地となっていますけれども、その辺、接道のほうはどう

なっていますか。 

係長   お答えいたします。 

 該当の箇所の東側につきましては、今、委員が御指摘のとお

り国有農地となっております。実際は通路として利用されてい

る部分とはなっております。該当の場所につきましては、現在、

駐車場用地として利用されているところで、こちらの転用の目
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的につきまして、こちらを受理させていただいた際に転用の目

的を、宅地としての利用ということについては確認をさせてい

ただきましたが、そこに住宅を建てるとか、そういった部分の

話につきましては確認をしておりません。 

 こちらの申請があった方には事務局から改めて確認をさせて

いただきたいと思います。 

議 長   そ う し ま し た ら 、 今 日 は 細 か く 回 答 は で き な い と い う こ と

でございますので、後日改めて回答するというような形でよろ

しいでしょうか。 

 清水委員、よろしいでしょうか。 

１５番 はい。結構です。 

議長   続きまして、岩崎委員、お願いします。 

１ １ 番  ５ 条 の 一 番 最 後 の ５ 番 の 方 な ん で す け れ ど も 、 所 有 権 移 転

ということで、譲渡人のほうが会社で農地所有適格法人ではな

いようなんですけれども、今現在、この会社がこの農地を保有

している事情を教えてください。 

係長   お答えいたします。 

 こちらの５番の方の現況、まず表のほうを御覧いただきます

と、登記簿上、畑、現況が宅地となっておりまして、現在も宅

地として利用されております。このため、所有権の移転を伴い

ますので、５条の転用の届出をされたものとなっております。

過去、経緯につきまして本人に確認をしたわけではございませ

んが、過去の転用届の際に法務局のほうに届出をされたときに、

地目の変更がなされないまま所有権の移転のみ行われたものと

思われます。 

議長   岩崎委員、お願いします。 

１ １ 番  そ う す る と 、 農 地 台 帳 に は こ の 状 態 で 載 っ て い る と い う こ

となんですか。 

係 長   農 地 台 帳 上 、 登 記 地 目 の 変 更 が な さ れ な い 状 態 で 載 っ て お

りまして、現況につきましては課税課のほうで、以前に届出を

出されたタイミングで現況を変えているというところになりま
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す。  

１ １ 番  そ う し ま し た ら 、 い つ の 時 点 か は 定 か で は な い け れ ど も 、

過去のいつかの時点で適切に５条の届出が出ていたという前提

なんですね。ただ、地目変更が行われていないから、登記簿上

は畑のままだから農地台帳から外れることはなく現在まで来た

と。一度転用はされているけれども、ここから……。だから、

一度５条の届出は出されているけれども、登記簿上が畑のまま

であるから、今回の所有権移転に当たっては改めて５条の届出

を出したということでよろしいですか。 

係 長   た だ い ま こ ち ら の 手 元 の 資 料 で 、 登 記 の 全 部 事 項 を 確 認 い

たしました。平成元年５月に売買をされておりまして、その際

に所有権移転が行われております。通常、所有権移転、地目が

畑の場合、農業委員会からの届出の受理がないと基本的には所

有権移転が行えませんので、その時点で売買ができております

ので、届出の書類、過去に遡って確認はしておりませんが、所

有権移転が成立しているということですので、転用届出があっ

たものとして受けております。 

１ １ 番  で は 、 三 十 何 年 こ の 状 態 だ っ た と い う こ と で す ね 。 平 成 元

年だから。 

係長   そのとおりでございます。 

１１番 承知しました。ありがとうございます。 

議長   そのほかに御質問ありますか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   質 問 が な い よ う で し た ら 、 報 告 事 項 は こ れ で 終 了 を い た し

ます。 

 次に、議案第１号、相続税の納税猶予に関する適格者証明に

ついて、１件を議題に呈します。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

局 長   議 案 第 １ 号 、 相 続 税 の 納 税 猶 予 に 関 す る 適 格 者 証 明 に つ い

て御説明いたします。 

 今回の特例農地は幸町６丁目の３筆となります。 
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 現地調査を申請者立会いの下、鈴木会長、宮岡委員、髙橋委

員、横幕委員、事務局で行いました。 

 略図１を御覧ください。略図１は幸小学校の北に広がる農地

で、今後の作付に向けて耕うんをされておりました。境界が一

部不明だったため、地区委員に確認をお願いしております。ま

た、玉川上水路沿いに防風林としている箇所がございますが、

委員より剪定などの管理をするように指導がございました。な

お、今後、一部農地については都市農地貸借円滑化法により貸

出しも検討しているというお話をいただいております。肥培管

理は良好です。 

 議案第１号の説明は以上となります。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、確認を担当された委員、地区委員から補足説明を

お願いいたします。 

 それでは、宮岡委員、お願いします。 

１ ３ 番  こ の 土 地 に お い て 、 ま ず 、 こ う い う 言 い 方 が 正 し い か ど う

か。前任者の方は耕作していたことは間違いないと思います。

肥培管理がよくやっていたんだということを、時々通ったんで

すけれども、仕事していたのを目にしていましたので、耕作し

ていたことは間違いないと思います。引き続き、相続した人も

多分、相続日を見てもらえれば結構たっているので、その後も

耕作しているんだなというような跡が見えていますので、大丈

夫だと思います。 

 ただ、現地に行って、２つだけ問題がありました。１つが、

石の位置がはっきりしていなかったということで、後で掘り上

げて、データを送ってもらえたんですけれども、それだけだと

ちょっと不安だったので、本人に申し訳ないので、迷惑がかか

るので、後でこっそり見に行ったら、ちゃんと堀り上げてあり

ましたので、全部の石は確認が済んでおります。 

 あと、事務局が言った北側の玉川上水のへりのところの木で

すね。ここのところを、ちょっとどうにかしてもらいたいなと
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いうふうに思うんですが、お知り合いの方に頼まれるようなこ

とを言っていたので、今後はそれは経緯を見守りたいと思いま

す。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、隣接委員の髙橋委員、お願いします。 

１ ２ 番  こ の 畑 は 野 菜 の 収 穫 が 終 わ っ た 後 で 、 現 在 ト ラ ク タ ー で き

れいに耕うんされて、畑の状況は問題ありませんでした。今、

言われたとおり、北側の防風林になっているところが、３本ほ

ど１５ｍを超えて、でかいヒノキがありましたので、それは将

来農家の人と相談をして、切るかどうするかと。ただ、そこが

何か通り道みたくなっているらしいので、小さい木は手入れを

して、ただ、人は通らせたくないので、そこら辺は、お知り合

いの植木屋さんとよく相談をして進めるということなので、年

明けぐらいなのかなというふうに思います。 

 以上です。 

議長   続きまして、横幕委員、お願いします。 

８ 番   今 、 事 務 局 と 委 員 さ ん お ２ 人 が お っ し ゃ っ た こ と で 、 特 に

補足することはありません。畑は収穫が終わった後の畑で、大

変きれいに管理されていて問題はないと思いました。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、私のほうから補足説明をいたします。 

 この農地は非常にきれいにされていまして、管理上は問題は

ないんですけれども、ただ、今後この方は、農地バンクを利用

して貸借で貸したいという意向でいますので、これをぜひ、ま

たお願いしますということで、それでしたらぜひ、こちらこそ

よろしくお願いしますということで話をさせていただきました。 

 それとあと、髙橋委員からも言われたように、玉川上水沿い

にどうしても、木がかなり伸びてきているのがありましたので、

これを切ってもらいたいということで、できたら髙橋委員、お

願いしますということで、髙橋委員に切ってくださいというお
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願いはしておいたんですけれども。 

１２番 お知り合いということで。 

議 長   え え 。 な の で 、 そ の 辺 は 恐 ら く 髙 橋 委 員 と 話 し て い た の で 、

責任を持って髙橋委員が、農業委員としてもそうなので、きれ

いにするという約束をしていましたので、その点は問題ないと

思います。 

 ということで以上になります。 

 それでは、ただいま説明がありました件について、何か御質

問があったらお願いしたいと思います。ありませんか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 質 問 が な い と 認 め 、 証 明 書 の 発 行 を 前 提 と し て

申請者に意思確認等を行いたいと思います。申請人を呼んでき

てください。 

   〔申請人 着席〕 

議 長   本 日 は 、 お 忙 し い 中 、 お 越 し い た だ き ま し て あ り が と う ご

ざいます。 

 申請人には相続税の猶予制度について十分御理解していただ

けると思いますが、本総会におきまして改めて意思を確認させ

ていただきたいので、御協力をお願いいたします。 

 農業委員会としましては、猶予制度が正しく運用されなけれ

ば、その制度そのものが維持されず、立川農業の発展はおろか、

農地の存続すらなくなってしまうと考えております。 

 そこで、農業経営に対する申請人のお考えをお尋ねしたいと

思います。 

 まず初めに農業経営部会長、次に土地利用部会長の順に質問

をいたします。 

 それでは、初めに岡部農業経営部会長、お願いします。 

１ ７ 番  こ ん に ち は 。 お 忙 し い と こ ろ 、 お い で い た だ き ま し て あ り

がとうございます。簡単ですけれども質問をさせていただきま

す。 

 相続税の納税猶予制度を申請した農地所有者は生涯にわたり
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農業経営を行う必要があります。その長い期間の中には様々な

理由により、申請者自身で耕作することが困難になることも考

えられますが、そのような場合でも、制度を適用する上では御

家族などの協力を得ながら農業経営を継続していかなければな

りません。 

 そこで、確認をさせていただきます。申請者自ら生涯にわた

って農業経営を継続していく御意思がおありでしょうか。お答

えをお願いいたします。 

申 請 人  は い 。 あ り ま す 。 こ れ か ら も 父 の 跡 を 継 続 し て い き た い と

思っています。今後は主人と私とで、主人と共に生涯、農地の

肥培管理等を行い、安全な農産物の生産に心がけていきたいと

思って、農業経営を継続していくつもりでおります。 

１７番 分かりました。 

 また農地バンクのほうも登録を考えているというふうなこと

を伺いましたけれども、大分その制度も順調に進んでおります

ので、事務局なり地域の農業委員に相談して御利用いただきた

いと思います。 

申請人 ありがとうございます。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、髙杉土地利用部会長、お願いします。 

３番   私のほうからも質問させていただきたいと思います。 

 相続税の納税猶予制度は、条件を満たし続けている間は納税

を猶予される制度であり、農業その他、僅かな業種のみに適用

される特例措置です。立川市をはじめ各農業委員会は、この制

度が存続されるよう様々な努力をしていますが、申請者をはじ

め家族の方なども協力して農地の肥培管理を適切に行わなけれ

ばなりません。 

 そこでお尋ねします。後継者の育成や申請者以外の農業補助

者、家族の方の協力、支援等を受けられるのでしょうか。 

申 請 人  先 ほ ど 生 涯 に わ た り 農 業 を 行 う と 約 束 し ま し た が 、 家 族 に

ついても同様で、長男が今、農協のほうに勤めさせていただい
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ています。お休みのときは一緒に手伝ってくれたり、長男のほ

うが農業の知識もあるので、一緒に手伝ってもらいながら行っ

て、家族の協力もあるので、これからも農業の経営を継続して

いくつもりでおります。よろしくお願いします。 

３番   ありがとうございました。 

 相続税の納税猶予制度は、単に相続税の軽減を目的とするも

のではなく、農業経営の安定と継続を図ることを目的とされる

ものです。お体に気をつけながら、ぜひよろしくお願いいたし

ます。 

申請人 よろしくお願いいたします。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、委員の皆さんで御質問等がありましたら、お願い

したいと思います。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 質 問 が な い と 認 め 、 私 の ほ う か ら 申 請 人 の 方 に

お願い等がありますので。 

 この猶予制度というのは、当然、今もいろいろ説明がありま

したように国の制度で、３年に１回は、また現地調査に伺いま

す。肥培管理をしているかどうかというのも確認をさせていた

だいて、きれいに管理されたり、しっかり作物もやはり植えて

いないと、証明書が発行できない場合もありますので、３年後、

また伺いますので、そのときにはまた御協力をお願いしたいと

思います。 

 お帰りになりましたら、こちらの封筒に、先ほど両部会長か

らお話があったような内容がこちらにも書いてありますので、

御主人、また息子さんにも見ていただいて、御理解いただきま

すようお願いをしたいと思いますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 また無理をせずに農業に励んでいただきたいと思います。今

日はありがとうございました。 

申請人 ありがとうございました。 
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   〔申請人 退席〕 

議 長   そ れ で は 、 採 決 に 移 り ま す 。 議 案 第 １ 号 、 相 続 税 の 納 税 猶

予に関する適格者証明について、証明することに賛成の委員は

挙手をお願いいたします。 

   ……全員挙手 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま す 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 証 明 す る こ と に

決します。 

 次に、議案第２号、農地中間管理事業の推進に関する法の第

１ ９ 条 の 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画

（案）に関する意見聴取を１件、議題に呈します。 

 それでは、事務局より議案第２号について説明をお願いしま

す。 

局 長   そ う し ま し た ら 、 議 案 第 ２ 号 、 中 間 管 理 事 業 に お け る 農 用

地利用集積等促進計画（案）に関する意見聴取について御説明

をいたします。 

 現地調査を申請人立会いの下、嶋田職務代理、岡部委員、川

野委員、事務局で行いましたので、調査結果を御説明いたしま

す。 

 農地の所在、借受人、貸付人については記載のとおりでござ

います。 

 農業委員会としては、農地中間管理機構より貸借についての

意見聴取を求められており、農地法３条許可同様の要件等の確

認を行うものとなっております。 

 今回は申請者から農用地利用集積等促進計画（案）の提出が

ありましたので、お手元の計画書（案）、現地調査及び申請者

からの回答を基に、本事業の貸借について委員の皆様から御意

見をいただきたいと思います。 

 現在、申請者は市内外合わせて２ ha以上の農地を作付してお

り、主に植木で農業経営をされていらっしゃいます。貸借が予

定されている農地は約２，９００㎡で、申請法人の役員等３名、

従業員５名の計８名で担われるとのことです。農機具類につき
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ましても、トラクターやユンボを所有し、十分耕作を行えると

のことです。 

 また、計画書におきまして申請法人の代表者は主たる従事者

ともなっており、１５０日以上従事するということですので、

常時従事要件も問題ないものと考えます。 

 貸借ですけれども、１０年間の賃貸借を予定しており、貸し

賃については都内農地での平均的賃料から算出をされた金額と

のことです。また、申請者に聞き取り調査を行いまして、法令

を遵守されているということも確認済みでございます。 

 議案第２号の説明は以上となります。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、現地を確認された委員さんから補足説明をお願い

いたします。 

 まず、地区委員の岡部委員、お願いします。 

１ ７ 番  今 回 、 立 会 い を さ せ て い た だ き ま し た け れ ど も 、 現 地 を 見

まして、何か所かに区切ってあるお茶の木が残っておりまして、

あと、以前使われたような資材も若干見受けられたり、あと、

ネギなんかが少し残っていて、そこいらは改善して、はっきり

スタートしてほしいという御意見をそのときに申し上げました。

それ以外に関しましては、既にこちらの会社は皆さん御存じの

とおり、貸借も実績がある方なので問題はないと思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、隣接委員の川野委員、お願いします。 

１ ６ 番  今 、 岡 部 委 員 の 言 わ れ た と お り な ん で す け れ ど も 、 一 応 、

確認のときに使用貸借じゃなく、賃貸借でよろしいんですかと

いうことを再度確認してくださいということでお願いしたんで

すけれども、今回また賃貸借という形で出ていますので、双方

理解してやられているのかなと思っております。 

 今回感じたのが、今回は借手の方だけで、貸手の方はいらっ

しゃらなかったので、そこの意思疎通がなかなか、農業委員会
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を介す、また、それから中間管理機構を介すという形で、ちょ

っと手間がかかっちゃうのかなと思っていますので、また次回

以降、このような議案があったときに、ちょっと御検討いただ

いたほうがいいような感じを受けました。双方が一応立ち会っ

たほうがいいのかなという気もいたしました。 

 以上です。 

議長   ありがとうございます。 

 では、今の川野委員の御質問等については、報告があった後

に、またお答えするような形でよろしいですかね。 

 続きまして、嶋田職務代理、お願いします。 

２ 番   今 、 両 委 員 の ほ う か ら 説 明 が あ っ た と お り 、 問 題 は な い と

思います。ちょうど今、今回貸借で借りる土地の隣も、現在も

もう借りている状態で、より使いやすくなるというようなこと

をおっしゃっていましたし、いい形での貸借ができればという

ふうに感じました。 

 あと、それと、今、川野委員が言われたように、今回のよう

な形で中間管理機構から、では、現地を調査してくださいと言

われたときに、実際に、では、どこをどういうふうにやってみ

るんだというところが、ちょっと不明点がありました。その辺

を今後、中間管理機構のほうにも事務局を通して、具体的にど

ういうようなことというところを言ってもらえるというか、そ

ういう指導があれば、よりいい形での現地調査ができると思い

ます。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、まず初めに、川野委員からの御質問などがありま

したので、その件について、まず事務局よりお願いします。 

主事   お答えいたします。 

 今回の農地中間管理事業の推進、農地中間管理事業を通した

貸借ですけれども、農業委員会の意見聴取については、農業委

員会それぞれによって契約前か、契約後に行うのか、それぞれ
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異なっているようです。今回については契約前ということで、

中間管理機構のほうでも双方の意思確認を行う前に、我々とし

ては調査をいたしました。 

 今回、借手側の方からすると、今回の農業委員会の現地調査

が双方の意思確認の場でもあるというふうに認識でいらっしゃ

っておりましたので、今後につきましては、あらかじめ農地中

間管理機構を通して、双方の意思確認を図っていただいた後に、

我々としても現地調査を行うよう調整していきたいと考えてお

ります。 

議長   川野委員、いいですか。 

１ ６ 番  そ う す る と 、 今 回 は ま だ 合 意 が で き て い な い 段 階 で の 調 査

という形だったんですか。 

 具体的な例で言うと、先ほど岡部委員のほうから話があった

とおり、お茶の木が境として入っているんですけれども、それ

を取っちゃっていいものかどうかとか、そういう細かい個々の

話というのは、当事者同士なら話ができると思うんですけれど

も、そこをまた委員会なり中間管理なりを通して一々やらなき

ゃいけないのかというところです。お互いが一緒に確認してあ

れば、その場ですぐ分かる話ではないかなと感じました。 

主 事   そ こ の 三 者 で 、 農 地 中 間 管 理 機 構 と 貸 手 、 借 手 と 三 者 で 会

う場所があるのかというふうに事務局のほうでも質問したんで

すけれども、特段、必ずやらなくてはいけないというふうな形

式があるものではなくて、その場その場で行っているようです。

中間管理機構のほうでも。ただ、意思疎通は行ったほうがいい

んじゃないですかというお話はさせていただいて、我々の現地

調査後に農地中間管理機構のほうで、借手と貸手に意思疎通を

していただいたというような流れでございました。 

１ ６ 番  で は 、 今 後 な ん で す け れ ど も 、 今 後 も 同 じ よ う な 形 で や ら

れるという考え方でよろしいんですかね。 

主 事   そ こ に つ い て 、 今 後 、 私 が 現 地 調 査 を 今 回 や っ て 分 か っ た

こととしてというのがあるんですけれども、事前に農地中間管
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理機構のほうに事務をお願いしていた、お願いを一任していっ

たような状況がございましたので、我々のほうでも事前に働き

かけをした上で、双方の確認は取れているのかなども含めて確

認した上で現地調査の調整をしていきたい。していくように徹

底したいと思います。 

議 長   そ れ で は 、 岩 崎 委 員 も 中 間 管 理 の ほ う を や っ て い ま す の で 、

その辺ちょっとどうですか。 

１ １ 番  川 野 委 員 の お っ し ゃ る と お り だ な と 。 い ろ い ろ 出 て き ま し

た。お茶の木の話が先ほどございましたけれども、それをもう

少し法律的に整理すると、原状回復義務をどの範囲で負うのか

どうかということですよね。仮に引っこ抜いちゃったときに、

１０年後、返すときにお茶の木を同じ状態で植えておくのかみ

たいなね。そういうところもありまして、今回配られた資料に

は細かい要項がついていないんですけれども、恐らく中間管理

機構のホームページとか、農水省のホームページとかを見れば、

今回、事業計画書がついていますけれども、この裏面か何かに

原状回復義務はどうするだとか、固定資産税は誰が負担するだ

とか、そういった細かい確認条項がついていると思うんですよ

ね。 

 だから、そういうところをちゃんと確認しなきゃいけないの

と、あと、今回、中間管理機構がどういう立ち位置にいるつも

りなのか。御自身としてね。機構のほうがね。分かりませんけ

れども、貸主は機構なんですよね。転貸借だから。地主、中間

管理機構、それから中間管理機構、借主という転貸借なわけな

んですよね。だから、借主が何か言う先は中間管理機構なわけ

なんですよ。中間管理機構は転貸借だから借りて貸す義務があ

るんですよ。借りて貸す義務がある人が、そもそも借りている

という意思表示を確認していないって、どういうことなんです

かという、そういう質問の仕方でしょうね。あなたは貸すとい

う義務を提供できるんですかということは確認してもよかった

んじゃないかなというふうに思いました。 
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 ですので、川野委員が御指摘された点については、本当に私

もそのとおりですし、意見聴取って内容が決まっていない段階

でする意見に、何の意味があるんだろうというところは非常に

大きいですね。農業委員会という合議制の行政機関を使ってい

るのにもかかわらず、内容が定まっていないところで意見を聞

くという。それは何を意図しているんだろうという気はいたし

ました。 

 以上です。 

１ ６ 番  そ う い う こ と で あ る の な ら ば 、 現 地 調 査 の と き に 中 間 管 理

機構は立ち会わないと、そもそもおかしいことじゃないかなと

思っていますので、よろしくお願いします。 

 地域計画で、中里地区のこの調整ですね。結構貸したいとい

う意向があるところもあったと思うので、今後また、こういっ

た形が出てくると思うので、ちょっとその辺、整理しておいた

ほうがよろしいかと思いますので。 

局 長   御 指 摘 い た だ き ま し て あ り が と う ご ざ い ま す 。 お 話 し い た

だいているとおりかなというふうに事務局のほうでも考えてお

りますので、次回、同様の案件がありましたら、中間管理機構

への立会い、また、所有者への立会いが必要かどうかというと

ころも整理させていただきまして、今回のような疑義があると

ころも、きちんとその場で解決できるような体制にするのが望

ましいかなと思いますので、そこは丁寧にやらせていただきた

いと思います。 

議長   では、よろしいでしょうか。 

 あと、その他、御質問ありますか。お願いします。 

１ １ 番  す み ま せ ん 。 個 別 に 本 件 に 限 っ た お 話 で 、 ち ょ っ と 質 問 な

んですけれども、横を向いちゃったんですけれども、すみませ

ん。 

 今回、さっきのお話だと、ネギが植わっていた跡があったと

いうことで、普通の野菜畑だったところに、今度、植木屋さん

がお借りになるというところで、生産するものが緑化用樹木と
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いうふうにあるんですけれども、この緑化用樹木が何なのか、

ちょっと私は分からないのと、あと、１０年借りるということ

で、今まで３年とかの貸借だと、苗木を植えたりとか、そうい

う植木屋さんの借り方が多かったと思うんですけれども、これ

は大きく庭木としてやるような、そういう木のことを想定して

いるのか。そうだとした場合に、１０年終わったとき、返せと

言われたときに簡単に返せるものなのかどうかというところを

教えてほしいです。 

１ ２ 番  多 分 、 こ の 借 り る 人 と い う の は 、 あ る 程 度 、 製 品 木 を 持 っ

てきて、１年ないし２年、３年ぐらい一時的に植えて、それを

出荷する。今おっしゃられた苗木となると、こんな小さい苗木

を植えて、５年、６年とかかりますので、そうじゃなくて、も

う要は回転をかけてやると。近隣にも借りている畑があるんで

すけれども、やっぱりお客さんに見せて、その方が気に入れば、

もうそのままハウスメーカーの現場に行くと。だから、そうい

うふうな感じでやるのかなと。 

１ １ 番  大 き い も の が 来 る け れ ど も 、 そ れ は ず っ と そ こ で 育 て る わ

けじゃなくて、一定期間で売っていく……。 

１２番 売れちゃうという。 

１ １ 番  売 り 場 と 言 う と ち ょ っ と お か し い で す け れ ど も 、 そ う い う

感じの使い方なんですか。 

１２番 そうです。そうそうそう。 

１１番 では、すぐ動かせるものなんですね。大きくて。 

１ ２ 番  そ の と お り で す 。 す ぐ 動 か せ る よ う な 状 態 に し て お く た め

の場所というのかな。 

１１番 理解できました。ありがとうございます。 

１ ２ 番  あ と 、 ち ょ っ と 畑 の こ と で 。 あ そ こ ら の 畑 っ て 見 に 行 っ た

とき、結構あそこに出し合い道が多いような気がしたんですけ

れども。これから、もしおっしゃられたとおり、借りる人、管

理機構の人、貸す人、三者立会いで、畑でできれば境界とか、

あと出し合い道、ここからこっちに入っちゃいけないとかとい
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うのは、将来トラブルにならないように、事務局のほうで気を

つけていただければいいのかなと思うんですけれども、いかが

ですかね。 

議 長   で は 、 事 務 局 の ほ う で 、 今 、 髙 橋 委 員 か ら も あ り ま し た よ

うに、今後よろしくお願いします。 

 いいですか。何かあれば。 

主 事   当 日 、 借 手 側 の 方 も 境 界 に つ い て も 聞 き た か っ た と い う ふ

うなこともお話ししていらっしゃいました。先日の現地調査後

に改めて、事務局から中間管理機構に現地調査で出た疑義を伝

えたところ、残置物やチャノキについての双方の認識であった

り、賃貸借の確認であったり、境界の確認については、私から

中間管理機構に伝えてはいるんですが、そこまで確認ができた

のかは現在できておりません。 

 事務局から、総会で出し合い道の境界などについても漏れが

ないようにという指摘があったということは、中間管理機構の

ほうへ伝えたいと思います。 

１ １ 番  補 足 で い い で す か 。 境 界 の こ と が 何 に つ な が る か と い う と 、

賃貸借の対象物の特定につながるんですね。だから、境界が分

からない段階、状態での貸借って、貸借の目的物が特定されて

いないという大きな問題なんです。そもそも契約の要件を欠く

おそれがあるものなんですね。ですから、そこを確認していな

いというのは、貸すものを決めていないと同じことなので、大

きな問題であるということを機構のほうにはお伝えいただきた

いと思います。すみません。補足です。 

主事   承知いたしました。 

議 長   最 終 的 に は 、 今 後 は 、 と に か く 中 間 管 理 機 構 に も 現 地 調 査

のときには、ぜひこれは来ていただくということは絶対条件に

しておいていただかないと、調査する場合、困ってしまうので、

それだけはもうお願いしたいと思います。 

 そのほかありますか。ないようでしたら、もう１点ちょっと

いいですか。 
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 これはもう分かっていることですけれども、１０年から貸す

と奨励金が出ますよね。なので、この奨励金というのは、ここ

で金額が上がっているかと思います。なので、大体金額は分か

るんですけれども、この奨励金というのは金額的には幾らにな

るんでしょうか。参考のため、ちょっとお聞きして、そうすれ

ば、今後ほかでも、１０年以上貸せばこの金額になるんだよと

いうことも言えるので、ちょっと教えていただきたいんです。 

主 事   農 地 長 期 貸 借 促 進 奨 励 事 業 の こ と だ と 思 い ま す 。 市 街 化 区

域以外の農地については、今年度から１，０００㎡当たり、立

川市内においては市街化区域外の農地が市街化調整区域しかご

ざいませんので、１，０００㎡当たり２０万円、奨励金として

出ます。こちらについては、市街化区域以外の農地については

賃貸借、使用貸借ともに可能でございまして、１０年以上の貸

借を結んでいただいた際に出ます。１，０００㎡ごとであるの

で、およそ３，０００㎡ですので、ざっと考えて６０万円弱は

奨励金として出るものと思います。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、もう質問がないということでよろしいですか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 質 問 が な い と 認 め 、 貸 借 を 前 提 と し て 申 請 者 に

意思確認等を行いたいと思います。申請人を呼んできてくださ

い。 

   〔申請人 着席〕 

議 長   本 日 は 、 お 忙 し い 中 、 お 越 し い た だ き ま し て あ り が と う ご

ざいます。 

申請人 よろしくお願いします。 

議長   お願いします。 

 中間管理事業による農地の貸借における事業計画などについ

て御説明などをお願いしたく、本日は御出席をお願いいたしま

したので、どうか御理解と御協力をお願いしたいと思います。 

 それでは、私のほうから質問させていただきます。 
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 本法律において申請人が提出する事業計画について農業委員

会が聴取、審査し、東京都農業会議に回答することになってお

ります。農業委員会で確認すべきことは、農地法第３条許可要

件と同様、全部利用効率要件、農作業常時従事要件、地域との

調和要件の３要件が中心となっております。 

 申請者は、これまで中里地区において耕作を続けてこられて

きました。今後の農業経営についても現地調査の際にも確認さ

せていただきましたが、改めて３点ほど質問させていただきた

いと思います。 

 まず１点目、借受地での作付計画についての御説明と、２点

目が、生産した農作物の販売計画についての御説明、３点目が、

農地の利用をするとき、除草や農薬などの隣接する農業者との

調和しながらの農作業が求められていますので、このことにつ

いて説明をお願いしたいと思います。 

 それでは、よろしいでしょうか。 

申 請 人  う ち は 有 限 会 社 ● ● と い い ま し て 、 私 の 息 子 が 社 長 に な っ

ています。私は立場上は取締役の会長ということで、この会社

は設立してちょうど５０年、今年でたちますけれども、私が学

校を卒業してから植木生産を始めまして、１０年たってからこ

の会社を立ち上げて５０年ということで、一貫して植木の生産

と販売を行ってまいりました。 

 このたび農地をお借りするに当たっては、従来から行ってい

る植木の生産、特に民間向けの植木の生産、樹木を生産したい

なというふうに思っております。 

 ２番目は何でしたっけ。 

議長   販売計画についてです。販売計画です。 

申 請 人  販 売 に つ き ま し て は 、 従 来 は 公 共 工 事 用 の 樹 木 の 生 産 が 主

だったんですが、公共工事が激減しまして、それに伴って植木

の中身が、樹種が民間向けの植木の生産というふうな形で、今、

一番ボリュームが大きいのが、ハウスメーカーさんがあります

けれども、そこが行う樹木の生産、施工、販売。これを東京都
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の圏内ですけれども、うちが中心に請け負ってやっているとい

うことで、民間向けの植木ということで、あまり大きな植木で

はないんですが、住宅向けの植木の生産をやりたいというふう

に思っております。 

議 長   ３ 点 目 が 除 草 や 農 薬 の 使 用 に つ い て 、 隣 接 す る 農 業 者 と の

調和について説明をお願いします。 

申 請 人  消 毒 で す と か 農 薬 を 使 う と い う の は 、 従 来 の 生 産 の 中 で も

害虫が発生したり、そういったときには随時使用してやってお

りますけれども、近隣の農家の方にそういうふうな作業で御迷

惑がかかるということであれば、その前に直接その農家の方に

お会いして、何日ぐらいにこの作業を行いますので、よろしく

お願いしますというふうな話合いをして進めております。 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま す 。 い ろ い ろ 御 回 答 い た だ き ま し て 、

ありがとうございます。 

 それでは、委員の皆さんで御質問がある方はお願いしたいと

思います。ありませんか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 皆 さ ん か ら も 質 問 が な い よ う で す の で 、 い ろ い

ろお答えいただきまして本当にありがとうございます。やはり

こういった聴取とかをするのも法律で決められているので、本

当にお忙しい中、御出席いただきまして本当にありがとうござ

います。 

 これをもちまして終了とさせていただきます。本日はありが

とうございました。今後ともよろしくお願いします。 

申 請 人  あ り が と う ご ざ い ま し た 。 今 後 に つ き ま し て は 、 地 元 の 農

業委員の岡部委員さんにも御指導いただきながら進めてまいり

たいというふうに思っていますので、よろしくお願いします。

ありがとうございました。 

   〔申請人 退席〕 

議 長   そ れ で は 、 議 案 第 ２ 号 の 農 地 中 間 管 理 事 業 の 推 進 に 関 す る

法 律 第 １ ９ 条 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 農 用 地 利 用 集 積 等 促 進 計 画
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（案）に関する意見聴取について、要件を満たしているとして

賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

   ……全員挙手 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 要 件 を 満 た し

ているとして回答することにいたします。 

 次に、議案第３号、引き続き農業経営を行っている旨の証明

について議題に呈します。 

 本日は委員世帯に関する議題が２件ございますので、それぞ

れ別に進めさせていただきます。 

 まず初めに、議案第３号の１について事務局より説明をお願

いします。この議案は委員の世帯に関する事項についてのこと

が含まれていますので、農業委員会会議規則第１０条の規定に

より、議事に参与することができません。該当の委員はここで

一度退席をお願いいたします。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

局 長   そ う し ま し た ら 、 議 案 第 ３ 号 、 引 き 続 き 農 業 経 営 を 行 っ て

いる旨の証明について、まずは議案第３号の１の御説明をさせ

ていただきます。 

 農地相続人の住所、氏名につきましては記載のとおりとなり

ます。 

 議案第３号の１は砂川町２丁目の２筆となります。略図１を

御覧ください。略図１は砂川三番の南に広がる農地で、大根、

ネギ、ニンジンなど多品種の野菜を生産されておりました。図

の中央は水路跡となっており、本調査の対象外となります。ま

た、南側の筆の一部については直売所を設置しており、昨年に

相続税が確定となっております。肥培管理は良好で、境界も確

認できております。 

 なお、直売所を設置して一部確定となった箇所につきまして、

税務署の通知が北側の筆に対してのものとなっておりまして、

現在、税務署の錯誤ではないかということで確認をしておりま

す。 
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 農業委員会での証明につきましては、法令で農地等について

農業経営を引き続き行っていることを証明するものとなってお

り、農地の位置を含むものと解釈されます。一方、農業委員会

の証明書には農地の地番や面積を記載する様式とはなっており

ませんので、一部確定した農地の位置について現地調査時に所

有者本人に確認しておりますので、税務署の回答を待って証明

書の発行を行いたいと考えております。 

 議案第３号の１の説明は以上となります。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、確認を担当された地区委員から補足説明をお願い

します。 

 それでは、清水委員、お願いします。 

１ ５ 番  事 務 局 が 言 わ れ た よ う に 、 畑 の ほ う に は 野 菜 が 植 え ら れ て

いました。また、ビニールハウスもありまして、ビニールハウ

ス内にはホウレンソウが植えられていました。境界石も確認で

き、肥培管理も良好で、証明書の発行に関して何ら問題ないと

思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 横幕委員、何かあったらお願いします。大丈夫ですか。 

８番   補足することはありません。 

議長   ありがとうございました。 

 私のほうからは、こちらは周辺略図を見ていただくように、

真ん中に水路があって、一部、こちらが直売所ということで外

れているところでございます。こちらは後から確定した場所だ

ということでございます。また、水路についての買取りとかに

ついて事務局のほうから話があるかと思います。 

 ただいま説明がありました件について、御質問があったらお

願いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 質 問 が な い と 認 め 、 採 決 に 移 り ま す 。 議 案 第 ３
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号の１、引き続き農業経営を行っている旨の証明について、税

務署に一部確定となった筆を確認した上で証明することに賛成

の委員は挙手をお願いいたします。 

   ……全員挙手 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま し た 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 証 明 す る こ と

に決します。 

 続いて、議案第３号の２について事務局より説明をお願いい

たします。 

 この議案についても委員の世帯に関する事項についてのこと

が含まれておりますので、規定により議事に参与することはで

きませんので、該当の委員はここで一度、退席をお願いいたし

ます。 

 それでは、事務局より説明をお願いします。 

局 長   そ う し ま し た ら 、 議 案 第 ３ 号 の ２ に つ い て 御 説 明 を い た し

ます。 

 上砂町４丁目の１筆、５丁目の２筆の計３筆となります。略

図２－１を御覧ください。略図２－１は武蔵砂川駅の南、玉川

上水に近い農地で、ナス、ブロッコリー、ジャガイモなど様々

な野菜を生産しており、また、立川ウドを育てるウド室への入

り口がございました。続きまして、略図２－２を御覧ください。

略図２－２は上砂川小学校の西に位置する農地で、カリフラワ

ーの収穫を終えたところでございました。また、カリフラワー

が作付されていなかった場所については、ウド室に伏せ込む前

のウドの保管圃場になっていたというお話をいただいておりま

す。いずれも肥培管理は良好で、境界も確認できております。 

 議案第３号の２の説明は以上となります。 

議 長   そ れ で は 、 確 認 を 担 当 さ れ た 委 員 か ら 補 足 説 明 を お 願 い い

たします。 

 それでは、補足説明、森谷委員、お願いします。 

９ 番   今 、 事 務 局 が 言 わ れ た と お り 、 境 界 並 び に 肥 培 管 理 も 良 好

でしたので問題ないと思います。 
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 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 職務代理のほうで何か追加がありましたらお願いします。 

２ 番   事 務 局 、 委 員 の ほ う か ら 説 明 が あ っ た と お り で 、 補 足 す る

ことはございません。 

 以上です。 

議 長   た だ い ま 説 明 が あ り ま し た 件 に つ い て 、 何 か 御 質 問 が あ り

ましたらお願いをいたします。ありませんか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 御 質 問 が な い と 認 め 、 採 決 に 移 り ま す 。 議 案 第

３号の２、引き続き農業経営を行っている旨の証明について、

証明することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

   ……全員挙手 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま す 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 証 明 す る こ と に

決します。 

 議案第３号の３、引き続き農業経営を行っている旨の証明に

ついては、今回も件数が非常に多かったので、２班に分かれて

調査を行いました。 

 それではまず、議案第３号の３から５を事務局より説明をお

願いします。 

局長   議案第３号の３から５の調査結果を御報告いたします。 

 現地調査は鈴木会長、横幕委員、髙橋委員、田中委員、内野

委員、事務局で行いました。 

 議案第３号の３、幸町５丁目の１筆となります。略図３を御

覧ください。略図３は幸小学校の南、自宅裏に広がる農地で、

ハナミズキやトキワマンサクなど植木の生産をされておりまし

た。肥培管理は良好で、境界も確認できております。 

 続きまして、議案第３号の４、砂川町１丁目の３筆、６丁目

の１筆、柏町４丁目の１筆の計５筆となります。略図４を御覧

ください。略図４－１は砂川五番の西、自宅裏に広がる農地で、

梨や柿、リンゴなどの果実生産をされておりました。続いて、
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略図４－２は国立音楽大学の南に広がる農地で、ウドの根株の

栽培やジャガイモ、サツマイモなど露地野菜の生産をされてお

りました。略図４－３は立川砂川浄水場の西に広がる農地で、

ギンナンや栗など果実の生産をされておりました。いずれの農

地も肥培管理は良好で、境界も確認できております。 

 続きまして、議案第３号の５、砂川町４丁目の３筆となりま

す。略図５を御覧ください。略図５は砂川三番の北、玉川上水

路沿いに広がる農地となります。里芋やホウレンソウ、コマツ

ナなどの露地野菜やツゲなどの植木の生産をされておりました。

畑の中央に大きな梅の木があり、剪定するよう委員から指導が

ございました。肥培管理は良好で、境界も確認できております。 

 議案第３号の３から５の説明は以上となります。 

議長   ありがとうございました。 

 それでは、確認を担当された委員から補足説明をお願いしま

す。 

 まず初めに、３番ですね。髙橋委員、お願いします。 

１ ２ 番  こ の 畑 は 、 ハ ナ ミ ズ キ 、 サ ル ス ベ リ 、 ト キ ワ マ ン サ ク 等 、

公共緑化木が丁寧に生産されており、肥培管理は良好で、全く

問題ありません。境界等もちゃんとしてありましたので大丈夫

です。 

 以上です。 

議 長   続 き ま し て 、 ４ 番 で す ね 。 こ ち ら は 田 中 委 員 が 欠 席 な の で 、

事務局より説明をお願いします。 

係 長   先 ほ ど 田 中 委 員 の ほ う か ら 連 絡 が ご ざ い ま し て 、 事 務 局 の

ほうから説明させていただきます。 

 基本的に境界につきましては確認が取れたんですが、４－１

を御覧ください。４－１の南西部分の１か所、境界が一部確認

が取れない場所がございまして、委員に確認をお願いしたとこ

ろでございます。委員が確認をしたところ、掘り起こしをお願

いしたんですが、まだちょっと見つからなかったということで、

そこについては今後また改めて確認を続けるということでござ
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いました。それ以外については問題がないということを聞いて

おります。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、５番を内野委員、お願いします。 

４ 番   先 ほ ど 事 務 方 が 言 っ た と お り な ん で す け れ ど も 、 境 界 石 も

確認できましたし、肥培管理も良好でした。あと、先ほど言わ

れた、畑の中央にかなり大きな梅の木があったので、それの剪

定と、略図５の下のほうに使用されなくなった簡易トイレ、大

きさで言うと大体電話ボックスぐらいのが放置されていたので、

そちらのほうを片づけるように言っておきました。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 中立委員の横幕委員、何かありましたらお願いします。 

８番   特にありません。 

議長   それでは、私のほうから追加に説明させていただきます。 

 ４番のこの方の、略図で言いますと４－３のところですね。

これは、西武線北通りの下にあります西武線の拝島線という線

路上の農地があります。ここが結構、あれは栗の木でしたね。

それが結構伸びたりしているので、その辺は剪定してください

ということで、こちらはお願いをしておきました。 

 こちらについては問題はないのと、あと、５番の方も、今、

地区委員さんが言われたとおりでございます。この方も、ちょ

っと体調を崩したということで、ぜひ農地バンクも利用して、

貸借のほうをお願いしておきました。 

 ということで、３番から５番は以上になります。 

 ただいま説明がありました件について、御質問があったらお

願いをいたします。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 続 き ま し て 、 議 案 第 ３ 号 の ６ か ら ９ を 事 務 局 よ

りお願いします。 
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局 長   続 き ま し て 、 議 案 第 ３ 号 の ６ か ら ９ の ４ 件 の 調 査 結 果 を 御

報告いたします。 

 現地調査は嶋田職務代理、森谷委員、岡部委員、事務局で行

いました。 

 議案第３号の６、一番町１丁目の３筆となります。略図６を

御覧ください。略図６は都道５９号線と国営公園北通りの交差

点から西に位置する昭島市との市境の農地となります。梨やミ

カンなどの果樹を栽培しているほか、ツツジなどの苗を委託で

生産されておりました。肥培管理は良好で、境界も確認できて

おります。 

 続きまして、議案第３号の７、一番町６丁目の３筆、西砂町

６丁目の４筆の計７筆となります。略図７を御覧ください。略

図７の西砂町６丁目の農地ですけれども、こちらは西砂学習館

の東側にある農地となりまして、ニンジン、トウガラシ、大根、

パクチーなど非常に多品種な野菜を生産されておりました。一

方、一番町６丁目の農地は松中小学校の北西にある農地となり

まして、里芋、ホウレンソウ、ローゼルなどを生産されており

ました。また、当日は近隣保育園の園児たちがサツマイモ掘り

をしておりまして、芋掘り体験用の畑も用意しているとのこと

でした。いずれも肥培管理は良好で、境界も確認できておりま

す。 

 続きまして、議案第３号の８、西砂町５丁目の１筆となりま

す。略図８を御覧ください。略図８は第一花き立川市場の北に

位置する農地で、カボチャやジャガイモの生産を終え、春作に

向けて休ませているとのことでした。肥培管理上、問題はあり

ませんが、春作まで期間も空きますので、管理を怠らないよう

委員より注意がございました。境界は確認できております。 

 続きまして、最後に議案第３号の９、西砂町３丁目の１筆と

なります。略図９を御覧ください。略図９は西砂テニスコート

の北に位置する農地で、ミカン、ブルーベリーなどの果樹や、

里芋、ハクサイ、タマネギを生産されておりました。肥培管理
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は良好で、境界も確認できております。 

 議案第３号、６から９の説明は以上となります。 

議長   ありがとうございました。 

 確認を担当された地区委員から補足説明をお願いいたします。 

 まず初めに６番、森谷委員、お願いします。 

９ 番   た だ い ま 事 務 局 が 言 わ れ た と お り 、 境 界 並 び に 肥 培 管 理 も

良好でした。今まではお父様が手伝っていただいたんですけれ

ども、高齢ということで、これからは１人で農業をやられるそ

うです。また、委託苗木のほうもここで片づけまして、果樹栽

培に専念するそうです。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、７番、８番を職務代理、お願いします。 

２ 番   ７ 番 の 方 で す け れ ど も 、 今 、 事 務 局 の ほ う か ら 報 告 が あ っ

たように、北側の農地ではサツマイモとか、いろいろ栽培して

あるんですけれども、当日、近隣の保育園の園児が見えて、楽

しそうにサツマイモを掘っていました。そういう形で近隣の方

にも大分配慮された農業をなされていますし、南側の自宅裏の

畑には多品目のものを作って、庭先販売を中心にやられていま

す。境界のほうも確認できていますので問題ありません。 

 ８番の方ですけれども、事務局のほうから報告があったよう

に、春作というか、夏作というか、ジャガイモとカボチャのほ

うを生産していたということなんですけれども、当日見に行っ

たときには、そういう耕作を終わった後はきれいに片づいてい

るんですけれども、こういう時期ですので、大分草が一面に見

えるような状態だったんですけれども、伸びているとか、そう

いうことではないので、一応管理はなされているようなので、

引き続き、春までちょっと、今、この畑の北側のほうに続きで

持っているんですけれども、そちらの納税猶予を受けていない

ような畑のほうで、今、いろいろなものを生産しておりますの

で、引き続き、また春作には作物が作られると思いますので、
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問題ないと思います。 

 以上です。 

議長   ありがとうございました。 

 続きまして、９番、岡部委員、お願いします。 

１ ７ 番  こ ち ら の 方 で す け れ ど も 、 肥 培 管 理 は 良 好 で 、 境 界 も 全 て

確認が取れました。全く問題ないと思います。 

議長   ありがとうございました。 

 あと、職務代理で追加説明があったらお願いします。 

２ 番   特 段 追 加 説 明 す る こ と も な い ん で す け れ ど も 、 ６ 番 の 方 。

今までというか、果樹を中心にやられているんですけれども、

梨畑のほうにスプリンクラーを使った農薬をまく機械というか、

設備を設けていまして、かなり消毒のことで近隣に御迷惑がか

かるということで、何か夜中にやるというようなことで、５０

０Ｌぐらいが１分ぐらいでバーっとまけるような設備をつけて

やっています。そういうことで、それも含めて、今まで植木と

並行していたんですけれども、果樹のほうをこれから中心にや

るということで、ミカンのほうも大分植え替えが進んでいると

思うので、引き続き一生懸命やってもらえると思います。 

 以上です。 

議 長   た だ い ま 説 明 が あ り ま し た 件 に つ い て 、 何 か 御 質 問 が あ っ

たらお願いします。 

 岩崎委員。 

１ １ 番  ６ 番 の 方 な ん で す け れ ど も 、 先 ほ ど 森 谷 委 員 の ほ う か ら 、

今まで一緒にやっていらしたお父様ができなくなったというと

ころをおっしゃっていたと思うんですけれども、聞き間違えて

いないですよね。 

 質問の趣旨だけ伝えますね。要は、人が１人減っていると。

いろいろ作付の内容とかも変えているようなんですけれども、

人が１人減ったけれども、この１ha近くあるところは問題なく

できそうなんですかという質問です。 

９ 番   先 ほ ど 嶋 田 委 員 が お っ し ゃ っ た と お り 、 消 毒 の ほ う も 手 が
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かからないですし、面積的にもそんなに多い面積ではないので、

１人でも管理できると思います。多分、果樹専門になると思う

ので、一時的にちょっと忙しい時期になると思いますけれども、

息子さんも多分、二十歳過ぎていると思うので、お手伝いでき

ると思うので問題はないかと思います。 

 手伝いに来ていたお父様というのは、この方は合わせ養子で

しょう。こっちのほうに来ていまして、実の父親が手伝いに来

ているということなので、ここに住んでいる方のお父様じゃな

いので。意味分かりますか。そういうことなので別に問題はな

いかと思います。 

議 長   分 か り ま し た 。 養 子 で 入 っ て き た と い う こ と で す ね 。 分 か

りました。 

 これは、いろいろ名前がなっているのは、ここは全て共有と

いうことの名前になっているんですか。農地はね。分かりまし

た。ありがとうございます。 

 そのほか質問があったらお願いします。よろしいですか。 

   ……質疑なしの声 

議 長   そ れ で は 、 質 問 が な い と 認 め 、 採 決 に 移 り ま す 。 議 案 第 ３

号、３から９、引き続き農業経営を行っている旨の証明につい

て、証明することに賛成の委員は挙手をお願いいたします。 

   ……全員挙手 

議 長   あ り が と う ご ざ い ま す 。 全 員 挙 手 と 認 め 、 証 明 す る こ と に

決します。 

 続きまして、その他で何かございますか。 

局長   事務局からは特にございません。 

議 長   な い よ う で あ れ ば 、 本 日 の 審 議 予 定 は こ れ で 終 了 で ご ざ い

ます。次回の農業委員会は、１２月２５日（木）午後３時から

２０８・２０９会議室で開催となります。 

 本日も慎重審議をしていただきまして、ありがとうございま

した。 
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午後４時２３分 閉会  
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